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私
わたし

たちが住
す

む長崎県
ながさきけん

は、美
うつく

しい自然
しぜ ん

に恵まれ
めぐ

、歴史
れき し

と文化
ぶん か

に育
はぐく

まれた県
けん

として、また、被爆地
ひ ば く ち

を有する
ゆう

県
けん

として、平和
へい わ

の大切さ
たいせつ

を何より
なに

も重く
おも

受
う

け止
と

め、その実現
じつげん

に寄与
き よ

する役割
やくわり

を担って
にな

いる。 

平和
へい わ

の実現
じつげん

のためには、単
たん

に争
あらそ

いをなくすというばかりでなく、誰
だれ

もが基本的
きほんてき

人権
じんけん

を有
ゆう

する個人
こじ ん

として尊
そん

重
ちょう

され、共
とも

に生
い

きていくことのできる社
しゃ

会
かい

を作
つく

り上
あ

げていく必
ひつ

要
よう

がある。しかしながら、

現状
げんじょう

は、社会的
しゃかいてき

に弱い
よわ

立場
たち ば

にある障害
しょうがい

のある人
ひと

が、依然
いぜ ん

として、物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

、偏見
へんけん

や誤解
ごか い

とい

った意識上
いしきじょう

の障壁
しょうへき

など、様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

による制約
せいやく

を受
う

け、その自立
じり つ

と社会
しゃかい

参加
さん か

を十分
じゅうぶん

に果
は

た

せていない。 

私
わたし

たちは、障害
しょうがい

のある人
ひと

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

により自
みずか

らの力
ちから

を十分
じゅうぶん

に発揮
はっ き

することができ、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

とが互いに
たが

優しく
やさ

接
せっ

し合
あ

うことができる社会
しゃかい

環境
かんきょう

を整
ととの

えることによって、

障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

とが対等
たいとう

な関係
かんけい

となり、誰
だれ

もが排除
はいじょ

されることなく安心
あんしん

して共
とも

に生
い

きていくことのできる平和
へいわ

な社会
しゃかい

を作
つく

り上
あ

げていくことができる。 

ここに、私
わたし

たちは、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

理解
りか い

を深め
ふか

、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

差別
さべ つ

を

なくすことを通じて
つう

、共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することにより、もって平和
へいわ

を目
め

指
ざ

すことを決意
けつ い

し、この

条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 
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第１章
だい  しょう

 総則
そうそく

 

（目的
もくてき

） 

第１条
だい  じょう

 この条例
じょうれい

は、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

県民
けんみん

の理解
りか い

を深め
ふか

、障害
しょうがい

のある人
ひと

に

対する
たい

差
さ

別
べつ

を禁止
き ん し

し、差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる事項
じこ う

等
とう

を定める
さだ

ことにより、障 害
しょうがい

の

有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ちい き

で、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として、あらゆる社会
しゃかい

活動
かつどう

に

参加
さん か

することができる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とする。 

（定義
てい ぎ

） 

第２条
だい  じょう

 この条例
じょうれい

において「障害
しょうがい

のある人
ひと

」とは、身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ちて き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

、

難病
なんびょう

を原因
げんいん

とする障害
しょうがい

その他
た

の心身
しんしん

の機能
きの う

の障害
しょうがい

（以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

で

あって、障害
しょうがい

及び
およ

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

又
また

は断続的
だんぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を

受
う

ける状態
じょうたい

にあるものをいう。 

２ この条例
じょうれい

において「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

」とは、障害
しょうがい

があることにより、日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

む上
うえ

で障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じぶ つ

、制度
せい ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。 

３ この条例
じょうれい

において「差別
さべ つ

」とは、客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

な

しに、不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を行
おこな

うこと又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ることをいう。 

４ この条例
じょうれい

において「不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

」とは、障害
しょうがい

又
また

は障害
しょうがい

に関連
かんれん

する事由
じゆ う

を理由
りゆ う

として、区別
くべ つ

、

排除
はいじょ

若
も

しくは制限
せいげん

し、又
また

はこれに条件
じょうけん

を課
か

し、その他
た

の異なる
こと

取
とり

扱
あつか

いをすることをいう。 

５ この条例
じょうれい

において「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」とは、障害
しょうがい

のある人
ひと

の求め
もと

又
また

はその家族
かぞ く

等
とう

の求め
もと

（障害
しょうがい

の

ある人
ひと

がその意思
い し

の表明
ひょうめい

を 行
おこな

うことが困難
こんなん

である場合
ばあ い

に限る
かぎ

。）に応じて
おう

、障害
しょうがい

のある人
ひと

が

障害
しょうがい

のない人
ひと

と同等
どうとう

の権利
けん り

を行使
こう し

するため又
また

は障害
しょうがい

のない人
ひと

と同等
どうとう

の機会
きか い

及び
およ

待遇
たいぐう

を確保
かく ほ

する

ために必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な現 状
げんじょう

の変更
へんこう

又
また

は調整
ちょうせい

を 行
おこな

うことをいう。ただし、社会
しゃかい

通念上
つうねんじょう

相当
そうとう

と

認められ
みと

る範囲
はん い

を超
こ

えた人的
じんてき

負担
ふた ん

、物的
ぶってき

負担
ふた ん

又
また

は経済的
けいざいてき

負担
ふたん

その他
た

の過度
か ど

な負担
ふた ん

になるものを

除く
のぞ

。 

（基本
きほ ん

理念
りね ん

） 

第３条
だい  じょう

 第１条
だい  じょう

に規定
きて い

する共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、次
つぎ

に掲げる
かか

事項
じこう

を旨
むね

として図られなければ
はか

ならな

い。 

(１) 障害
しょうがい

のある人
ひと

は、障害
しょうがい

のない人
ひと

と同等
どうとう

の権利
けん り

を有して
ゆう

おり、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

により社会
しゃかい

の様々
さまざま

な分野
ぶん や

に参加
さん か

し貢献
こうけん

できること。 

(２) 障害
しょうがい

のある人
ひと

は、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかについての選択
せんたく

の機会
きか い

が確保
かく ほ

され、地域
ちい き

社会
しゃかい

にお

いて他
た

の人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することを妨
さまた

げられないこと。 
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(３) 誰
だれ

もが障害
しょうがい

を有する
ゆう

こととなる可能性
かのうせい

があることから、障害
しょうがい

を障害
しょうがい

のある人
ひと

だけの問題
もんだい

としてではなく、障害
しょうがい

のない人
ひと

も含めた
ふく

全て
すべ

の人
ひと

の問題
もんだい

として認識
にんしき

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

とが共
とも

に学
まな

び合
あ

い理解
りか い

を深める
ふか

必要
ひつよう

があること。 

(４) 差別
さべ つ

する側
がわ

と差別
さべ つ

される側
がわ

とに分
わ

けて相手側
あいてがわ

を一方的
いっぽうてき

に非難
ひな ん

し制裁
せいさい

を加えよう
くわ

とするもの

であってはならないこと。 

（県
けん

の責務
せき む

） 

第４条
だい  じょう

 県
けん

は、前条
ぜんじょう

に規定
きて い

する基本
きほ ん

理念
りね ん

（以下
い か

「基本
きほ ん

理念
りね ん

」という。）にのっとり、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第84号
だい  ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

（条例
じょうれい

及び
およ

規則
きそ く

を含む
ふく

。以下
い か

同じ
おな

。）との調和
ちょうわ

を図りつつ
はか

、

障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

理解
り か い

を深め
ふか

差別
さ べ つ

をなくすための施策
しさく

を総合的
そうごうてき

かつ主体的
しゅたいてき

に策定
さくてい

し、及び
およ

実施
じ っ し

するものとする。 

（県
けん

と市
し

又
また

は町
ちょう

との連携
れんけい

） 

第５条
だい  じょう

 県
けん

は、市
し

又
また

は町
ちょう

がその地域
ちい き

の特性
とくせい

に応じた
おう

、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

理解
りか い

を深め
ふか

差別
さべ つ

をなくすための施策
しさく

を実施
じっ し

する場合
ばあ い

にあっては、当該
とうがい

市
し

又
また

は町
ちょう

と連携
れんけい

するとともに、当該
とうがい

市
し

又
また

は町
ちょう

に対して
たい

、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、技術的
ぎじゅつてき

な助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

（市
し

及び
およ

町
ちょう

の役割
やくわり

） 

第６条
だい  じょう

 市
し

及び
およ

町
ちょう

は、基本
きほ ん

理念
りね ん

にのっとり、県
けん

との適切
てきせつ

な役割
やくわり

分担
ぶんたん

を踏
ふ

まえて、その地域
ちいき

の特性
とくせい

に

応じた
おう

、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

理解
りか い

を深め
ふか

差別
さべ つ

をなくすための施策
しさく

を策定
さくてい

し、及び
およ

実施
じっ し

するよう努める
つと

ものとする。 

（県民
けんみん

等
とう

の役割
やくわり

） 

第７条
だい  じょう

 県民
けんみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及び
およ

関係
かんけい

団体
だんたい

は、基本
きほ ん

理念
りね ん

にのっとり、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

理解
りか い

を深める
ふか

よう努める
つと

とともに、障害
しょうがい

のある人及
ひとおよ

びその家族
かぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

が障害
しょうがい

による

生活
せいかつ

上
じょう

の困難
こんなん

を軽減
けいげん

するための支援
しえ ん

を周囲
しゅうい

に気
き

兼
が

ねなく求める
もと

ことができる社会
しゃかい

環境
かんきょう

の実現
じつげん

に

寄与
き よ

するよう努める
つと

ものとする。 

２ 県民
けんみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及び
およ

関係
かんけい

団体
だんたい

は、基本
きほ ん

理念
りね ん

にのっとり、県
けん

又
また

は市
し

若
も

しくは町
ちょう

が実施
じっ し

する障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

理解
りか い

を深め
ふか

差別
さべ つ

をなくすための施策
しさく

に協 力
きょうりょく

するよう努める
つと

ものとする。 

（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第８条
だい  じょう

 知事
ち じ

は、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

理解
りか い

を深め
ふか

差別
さべ つ

をなくすための施策
しさく

を推進
すいしん

する

ため、必要
ひつよう

な財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

第２章
だい  しょう

 障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

差別
さべ つ

の禁止
きん し

 

（差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 
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第９条
だい  じょう

 何人
なんぴと

も、次
じ

条
じょう

から第19条
だい  じょう

までに定める
さだ

もののほか、あらゆる分野
ぶんや

において、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

に対して
たい

、差別
さべ つ

をしてはならない。 

（福祉
ふく し

サービスの提供
ていきょう

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第10条
だい  じょう

 障害
しょうがい

福祉
ふく し

サービス、介護
かい ご

保険
ほけ ん

サービスその他
た

の福祉
ふく し

サービス（以下
い か

「福祉
ふく し

サービス」と

いう。）の提供
ていきょう

を行
おこな

う者
もの

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、障害
しょうがい

を理由
りゆ う

として、福祉
ふく し

サービスの利用
りよ う

に関する
かん

適切
てきせつ

な相談
そうだん

及び
およ

支援
しえ ん

を 行
おこな

うことなく、障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

又
また

はその家族
かぞ く

等
とう

の意思
い し

（障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

を確認
かくにん

することが困難
こんなん

である場合
ばあ い

に限る
かぎ

。）に反して
はん

、障害者
しょうがいしゃ

支援
しえ ん

施設
しせ つ

そ

の他
た

福
ふく

祉
し

サービスを行う
おこな

施設
しせ つ

への入所
にゅうしょ

（入居
にゅうきょ

を含む
ふく

。）又
また

は通所
つうしょ

を強制
きょうせい

してはならない。 

２ 福祉
ふく し

サービスの提供
ていきょう

を行
おこな

う者
もの

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生命又
せいめいまた

は身体
しんたい

の

安全
あんぜん

の確保
かく ほ

のためやむを得
え

ない場合
ばあい

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除き
のぞ

、福祉
ふく し

サービスの提供
ていきょう

に関し
かん

、不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を 行
おこな

ってはならず、又
また

は

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

（医療
いりょう

の提供
ていきょう

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第11条
だい  じょう

 医師
い し

その他
た

の医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、障害
しょうがい

を理由
りゆ う

として、法令
ほうれい

に別段
べつだん

の

定め
さだ

がある場合
ばあ い

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められ
みと

る特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を

除き
のぞ

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

又
また

はその家族
かぞ く

等
とう

の意思
い し

（障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

を確認
かくにん

することが困難
こんなん

で

ある場合
ばあ い

に限る
かぎ

。）に反して
はん

、医療
いりょう

を受
う

けるよう強制
きょうせい

してはならない。 

２ 医師
い し

その他
た

の医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生命又
せいめいまた

は身体
しんたい

の安全
あんぜん

の

確保
かく ほ

のためやむを得
え

ない場合
ばあ い

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除き
のぞ

、医療
いりょう

の提供
ていきょう

に関し
かん

、不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を行
おこな

ってはならず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

っ

てはならない。 

（商品
しょうひん

及び
およ

サービスの提供
ていきょう

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第12条
だい  じょう

 商品
しょうひん

及び
およ

サービス（第10条
だい  じょう

の福祉
ふく し

サービスを除く
のぞ

。以下
い か

同じ
おな

。）の提供
ていきょう

を行う
おこな

者
もの

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、サービスの本質
ほんしつ

を 著
いちじる

しく損なう
そこ

こととなる場合
ばあ い

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつ

やむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除き
のぞ

、商品
しょうひん

及び
およ

サービスの提供
ていきょう

に関し
かん

、

不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を行
おこな

ってはならず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

（労働
ろうどう

及び
およ

雇用
こよ う

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第13条
だい  じょう

 事業
じぎょう

主
ぬし

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、当該障害
とうがいしょうがい

のある人
ひと

が合理的配慮
ごうりてきはいりょ

をなされてもなおそ

の業務
ぎょうむ

を適切
てきせつ

に遂行
すいこう

することができない場合
ばあい

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと

認められ
みと

る特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除
のぞ

き、労働者
ろうどうしゃ

の募集
ぼしゅう

若
も

しくは採用
さいよう

に関し
かん

、不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を行
おこな

っ
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てはならず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

２ 事業
じぎょう

主
ぬし

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、当該障害
とうがいしょうがい

のある人
ひと

が合理的配慮
ごうりてきはいりょ

をなされてもなおその業務
ぎょうむ

を適
てき

切
せつ

に遂行
すいこう

することができない場合
ばあい

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除
のぞ

き、次
つぎ

に掲げる
かか

事項
じこ う

について不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を 行
おこな

ってはならず、又
また

は

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

(１) 賃金
ちんぎん

 

(２) 労働
ろうどう

時間
じか ん

、休憩
きゅうけい

、休日
きゅうじつ

及び
およ

年次
ねん じ

有給
ゆうきゅう

休暇
きゅうか

 

(３) 昇進
しょうしん

、配置
はい ち

転換
てんかん

、休 職
きゅうしょく

及び
およ

復職
ふくしょく

 

(４) 訓練
くんれん

及び
およ

研修
けんしゅう

 

(５) 福利
ふく り

厚生
こうせい

 

(６) その他
た

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

 

３ 事業
じぎょう

主
ぬし

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が合理的配慮
ごうりてきはいりょ

をなされてもなおその業務
ぎょうむ

を適切
てきせつ

に遂行
すいこう

することができ

ない場合
ばあい

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除き
のぞ

、

障害
しょうがい

を理由
りゆ う

として、当該
とうがい

障害
しょうがい

のある人
ひと

を解雇
かい こ

してはならない。 

（教育
きょういく

における差別
さべ つ

の禁止
きんし

） 

第14条
だい  じょう

 教育
きょういく

委員会
いいんかい

及び
およ

校長
こうちょう

、教員
きょういん

その他
た

の教育
きょういく

関係
かんけい

職員
しょくいん

は、就学
しゅうがく

に関して
かん

、法令
ほうれい

等
とう

の趣旨
しゅ し

に反し
はん

、障害
しょうがい

を理由
りゆ う

として、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲げる
かか

行為
こう い

を行
おこな

ってはならない。 

(１) 障害
しょうがい

のある人
ひと

及び
およ

その保護者
ほ ご し ゃ

（学校
がっこう

教育法
きょういくほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第26号
だい  ごう

）第16条
だい  じょう

に規定
きて い

する

保護者
ほ ご し ゃ

又
また

は就学
しゅうがく

に要する
よう

経費
けい ひ

を負担
ふた ん

する者
もの

をいう。以下
い か

同じ
おな

。）に対して
たい

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を

行
おこな

わないこと。 

(２) 障害
しょうがい

のある人
ひと

及び
およ

その保護者
ほ ご し ゃ

の意見
いけ ん

を尊重
そんちょう

せず、障害
しょうがい

のある人
ひと

及び
およ

その保護者
ほ ご し ゃ

との間
あいだ

で学校
がっこう

教育
きょういく

の場
ば

において必要
ひつよう

な支援
しえ ん

等
とう

について合意
ごう い

形成
けいせい

を図ろう
はか

としないこと。 

２ 教育
きょういく

委員会
いいんかい

及び
およ

校長
こうちょう

、教員
きょういん

その他
た

の教育
きょういく

関係
かんけい

職員
しょくいん

は、学校
がっこう

教育
きょういく

の場
ば

において、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

が、その年齢
ねんれい

及び
およ

能力
のうりょく

に応じ
おう

、かつ、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けられるよう、

障 害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

なしに、

不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を行
おこな

ってはならず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

（建築物
けんちくぶつ

の利用
りよ う

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第15条
だい  じょう

 多数
たす う

の者
もの

の利用
りよ う

に供される
きょう

建築物
けんちくぶつ

の所有者
しょゆうしゃ

、管理者
かんりしゃ

又
また

は占有者
せんゆうしゃ

は、障 害
しょうがい

のある人
ひと

に

対して
たい

、当該
とうがい

建築物
けんちくぶつ

の構造上
こうぞうじょう

やむを得
え

ない場合
ばあい

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと

認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除き
のぞ

、当該
とうがい

建築物
けんちくぶつ

の利用
りよ う

に関し
かん

、不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を行
おこな

ってはなら
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ず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

（交通
こうつう

機関
きか ん

の利用
りよ う

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第16条
だい  じょう

 公共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

（高齢者
こうれいしゃ

、障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の移動
いど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関する
かん

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほうりつ

第91号
だい  ごう

）第２条
だい  じょう

第４号
だい  ごう

に規定
きて い

する公共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

をいう。）は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、

その管理
かん り

する旅客
りょかく

施設
しせ つ

及び
およ

車両
しゃりょう

等
とう

の構造上
こうぞうじょう

やむを得
え

ない場合
ばあ い

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむ

を得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除き
のぞ

、当該
とうがい

旅客
りょかく

施設
しせ つ

及び
およ

車両
しゃりょう

等
とう

の利用
りよ う

に関し
かん

、

不均
ふき ん

等
とう

待遇
たいぐう

を行
おこな

ってはならず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

（不動産
ふどうさん

取引
とりひき

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第17条
だい  じょう

 不動産
ふどうさん

の売買
ばいばい

、交換
こうかん

又
また

は賃貸借
ちんたいしゃく

その他
た

の不動産
ふだうさん

取引
とりひき

（以下
い か

「不動産
ふどうさん

取引
とりひき

」という。）を行おう
おこな

とする者
もの

は、障害
しょうがい

のある人に対して
たい

、法令
ほうれい

に別段
べつだん

の定め
さだ

がある場合
ばあい

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつ

やむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあ い

を除き
のぞ

、不動産
ふどうさん

取引
とりひき

契約
けいやく

の締結
ていけつ

に関し
かん

、不均
ふき ん

等
とう

待遇
たいぐう

を行
おこな

ってはならず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

（情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第
だい

18 条
じょう

 多数
たす う

の者
もの

に対して
たい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

又
また

は発信
はっしん

を行う
おこな

者
もの

は、障害
しょうがい

のある人に対して
たい

、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

が受
う

けることができる手段
しゅだん

による情報
じょうほう

の提供
ていきょう

又
また

は発信
はっしん

を行う
おこな

ことに著しい
いちじる

支障
ししょう

がある場合
ばあ い

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ばあい

を除き
のぞ

、当
とう

該
がい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

又
また

は発信
はっしん

に関し
かん

、不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を行
おこな

ってはならず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

（意思
い し

表示
ひょうじ

の受領
じゅりょう

における差別
さべ つ

の禁止
きん し

） 

第
だい

19 条
じょう

 障 害
しょうがい

のある人が用いる
もち

ことができる手段
しゅだん

による意思
い し

表示
ひょうじ

ではその意思
い し

を確認
かくにん

すること

に 著
いちじる

しい支障
ししょう

がある場合
ばあ い

その他
た

の客観的
きゃっかんてき

に正当
せいとう

かつやむを得
え

ないと認められる
みと

特別
とくべつ

な事情
じじょう

が

ある場合
ばあい

を除き
のぞ

、当該
とうがい

意思
い し

表示
ひょうじ

を受
う

けることに関し
かん

、不均等
ふきんとう

待遇
たいぐう

を行
おこな

ってはならず、又
また

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を怠
おこた

ってはならない。 

第
だい

３章
しょう

 障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

差別
さべ つ

をなくすための施策
しさく

 

第
だい

１節
  せつ

 障害
しょうがい

のある人
ひと

の相談
そうだん

に関する
かん

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

 

（委員会
いいんかい

の設置
せっ ち

） 

第
だい

20 条
じょう

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

差別
さべ つ

をなくすための施策
しさく

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する差別
さべ つ

に該当
がいとう

する事案
じあ ん

（以下
い か

「対象
たいしょう

事案
じあ ん

」という。）を解決
かいけつ

するため、障害
しょうがい

のある人
ひと

の相談
そうだん

に関する
かん

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「委員会
いいんかい

」という。）を置
お

く。 

（所掌
しょしょう

事務
じ む

） 

第
だい

21 条
じょう

 委員会
いいんかい

は、次
つぎ

に掲げる
かか

事務
じ む

をつかさどる。 
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(１) 対象
たいしょう

事案
じあ ん

について、助言
じょげん

又
また

はあっせんを行う
おこな

こと。 

(２) 次
じ

節
せつ

に規定
きて い

する相談
そうだん

体制
たいせい

に関する
かん

重要
じゅうよう

事項
じこ う

を調査
ちょうさ

審議
しん ぎ

すること。 

(３) 第
だい

30 条
じょう

第
だい

２項
  こう

及び
およ

第
だい

31 条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
きて い

により、知事
ち じ

に意見
いけ ん

を述
の

べること。 

（委員会
いいんかい

の組織
そし き

） 

第
だい

22 条
じょう

 委員会
いいんかい

は、委員
いい ん

20名
めい

以内
いな い

をもって組織
そし き

する。 

（委員会
いいんかい

の委員
いい ん

の任命
にんめい

等
とう

） 

第
だい

23 条
じょう

 委員会
いいんかい

の委員
いい ん

は、知事
ち じ

が任命
にんめい

する。 

２ 委員会
いいんかい

の委員
いい ん

は、次
つぎ

に掲げる
かか

者
もの

で構成
こうせい

する。 

(１) 医療
いりょう

、保健
ほけ ん

、福祉
ふく し

、教育
きょういく

及び
およ

雇用
こよ う

に関する
かん

業務
ぎょうむ

を行う
おこな

関係
かんけい

機関
きか ん

及び
およ

民間
みんかん

団体
だんたい

を代表
だいひょう

する者
もの

 

(２) 障害
しょうがい

のある人
ひと

又
また

はその家族
かぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

が組織
そし き

する団体
だんたい

を代表
だいひょう

する者
もの

 

(３) 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 

(４) その他
た

知事
ち じ

が必要
ひつよう

と認める
みと

者
もの

 

３ 委員会
いいんかい

の委員
いい ん

の任期
にん き

は、３年
  ねん

とする。ただし、補欠
ほけつ

の委員
いい ん

の任期
にん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
きか ん

とする。 

４ 委員会
いいんかい

の委員
いい ん

は、再任
さいにん

されることができる。 

５ 知事
ち じ

は、委員会
いいんかい

の委員
いい ん

が心身
しんしん

の故障
こしょう

のため職務
しょくむ

の執行
しっこう

ができないと認める
みと

場合
ばあ い

又
また

は委員会
いいんかい

の

委員
いい ん

に職務上
しょくむじょう

の義務
ぎ む

違反
いは ん

その他
た

委員会
いいんかい

の委員
いい ん

たるに適
てき

しない非行
ひこ う

があると認
みと

める場合
ばあ い

において

は、これを罷免
ひめん

することができる。 

（委員長
いいんちょう

及び
およ

副委員長
ふくいいんちょう

） 

第
だい

24 条
じょう

 委員会
いいんかい

に委員長
いいんちょう

及び
およ

副委員長
ふくいいんちょう

を置
お

き、委員会
いいんかい

の委員
いい ん

の互選
ごせ ん

によってこれを定
さだ

める。 

２ 委員長
いいんちょう

は、委員会
いいんかい

の会務
かい む

を総理
そう り

し、委員会
いいんかい

を代表
だいひょう

する。 

３ 副委員長
ふくいいんちょう

は、委員長
いいんちょう

を補佐
ほ さ

し、委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

があるときは、その職務
しょくむ

を代理
だい り

する。 

（会議
かい ぎ

） 

第
だい

25 条
じょう

 委員会
いいんかい

は、委員長
いいんちょう

が招 集
しょうしゅう

する。 

２ 委員会
いいんかい

は、委員長
いいんちょう

及び
およ

過半数
かはんすう

の委員
いい ん

の出席
しゅっせき

がなければ、会議
かい ぎ

を開き
ひら

、議決
ぎけ つ

をすることができな

い。 

３ 委員会
いいんかい

の議事
ぎ じ

は、出席者
しゅっせきしゃ

の過半数
かはんすう

でこれを決し
けっ

、可否
か ひ

同数
どうすう

のときは、委員長
いいんちょう

の決する
けっ

ところに

よる。 

４ 委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

がある場合
ばあ い

の第
だい

２項
  こう

の規定
きて い

の適用
てきよう

については、副委員長
ふくいいんちょう

は、委員長
いいんちょう

とみなす。 

５ 委員会
いいんかい

の委員
いい ん

は、自己
じ こ

、配偶者
はいぐうしゃ

若
も

しくは三親
さんしん

等
とう

内
ない

の親族
しんぞく

の一
いっ

身上
しんじょう

に関
かん

する事案
じあ ん

又
また

は自己
じ こ

若
も

しく

はこれらの者
もの

の従事
じゅうじ

する業務
ぎょうむ

に直接
ちょくせつ

の利害
りが い

関係
かんけい

のある事案
じあ ん

については、その議事
ぎ じ

に参与
さん よ

すること



8/13  

ができない。ただし、委員会
いいんかい

の同意
どう い

があるときは、会議
かいぎ

に出席
しゅっせき

し、発言
はつげん

することができる。 

（守秘
しゅ ひ

義務
ぎ む

） 

第
だい

26 条
じょう

 委員会
いいんかい

の委員
いい ん

は、この条
じょう

例
れい

に基
もと

づき職務上
しょくむじょう

知
し

ることのできた秘密
ひみつ

を漏
も

らしてはならない。

その職
しょく

を退
しりぞ

いた後
のち

も、同様
どうよう

とする。 

（小委員会
しょういいんかい

） 

第
だい

27 条
じょう

 委員会
いいんかい

は、委員会
いいんかい

における付議
ふ ぎ

事項中
じこうちゅう

特定
とくてい

の事項
じこ う

について事実
じじ つ

の調査
ちょうさ

をし、又
また

は細目
さいもく

にわ

たる審議
しん ぎ

を行
おこな

うため、小委員会
しょういいんかい

を設
もう

けることができる。 

（庶務
しょ む

） 

第
だい

28 条
じょう

 委員会
いいんかい

の庶務
しょ む

は、福祉
ふく し

保健部
ほ け ん ぶ

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

において処理
しょ り

する。 

第
だい

２節
  せつ

 相談
そうだん

体制
たいせい

 

（特定
とくてい

相談
そうだん

） 

第
だい

29 条
じょう

 何人
なんぴと

も、県
けん

に対
たい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する差別
さべ つ

に関
かん

する相談
そうだん

（以下
い か

「特定
とくてい

相談
そうだん

」という。）

をすることができる。 

２ 県
けん

は、特定
とくてい

相談
そうだん

があったときは、次
つぎ

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

を行
おこな

うものとする。 

(１) 特定
とくてい

相談
そうだん

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な助言
じょげん

及び
およ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うこと。 

(２) 特定
とくてい

相談
そうだん

に係る
かかわ

関係者間
かんけいしゃかん

の調整
ちょうせい

を行
おこな

うこと。 

(３) 関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
きか ん

への通告
つうこく

、通報
つうほう

その他
た

の通知
つう ち

を行
おこな

うこと。 

(４) 第
だい

32 条
じょう

第
だい

１項
こう

又
また

は第
だい

２項
こう

の申立
もうした

てに関
かん

する援助
えんじょ

を行
おこな

うこと。 

（地域
ちい き

相談員
そうだんいん

） 

第
だい

30 条
じょう

 知事
ち じ

は、次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

に、前
ぜん

条
じょう

第
だい

２項
こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

の全部
ぜん ぶ

又
また

は一部
いち ぶ

を委託
いた く

すること

ができる。 

(１) 身体
しんたい

障害
しょうがい

者
しゃ

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

24年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

283号
ごう

）第
だい

12 条
じょう

の３第
だい

３項
  こう

に規定
きて い

する身体
しんたい

障害
しょうがい

者
しゃ

相談員
そうだんいん

 

(２) 知的
ちて き

障害
しょうがい

者
しゃ

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

35年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

37号
ごう

）第
だい

15 条
じょう

の２第
だい

３項
こう

に規定
きて い

する知的
ちて き

障害
しょうがい

者
しゃ

相談員
そうだんいん

 

(３) 精神
せいしん

保健
ほけ ん

及び
およ

精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

福祉
ふく し

に関
かん

する法律
ほうりつ

（昭和
しょうわ

25年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）第
だい

48 条
じょう

第
だい

１項
  こう

に規定
きて い

する精神
せいしん

保健
ほけ ん

福祉
ふく し

相談員
そうだんいん

 

(４) 前
ぜん

３号
  ごう

に掲
かか

げる者
もの

のほか、社会的
しゃかいてき

信望
しんぼう

があり、かつ、障害
しょうがい

のある人
ひと

の福祉
ふく し

の増進
ぞうしん

に熱意
ねつ い

と

識見
しきけん

を持
も

っている者
もの

であって、知事
ち じ

が特
とく

に適当
てきとう

と認
みと

めるもの 

２ 知事
ち じ

は、前項
ぜんこう

の委託
いた く

を行
おこな

うに当たっては、あらかじめ、委員会
いいんかい

の意見
いけ ん

を聴
き

かなければならない。
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ただし、前項
ぜんこう

第
だい

１号
  ごう

、第
だい

２号
  ごう

又
また

は第
だい

３号
  ごう

に掲
かか

げる者
もの

に委託
いた く

する場合
ばあ い

は、この限
かぎ

りでない。 

３ 第
だい

１項
こう

の規定
きて い

により委託
いた く

を受
う

けた者
もの

は、地域
ちい き

相談員
そうだんいん

と称
しょう

する。 

４ 地域
ちい き

相談員
そうだんいん

は、この条
じょう

例
れい

に基
もと

づき職務上
しょくむじょう

知
し

ることのできた秘密
ひみつ

を漏
も

らしてはならない。その

職
しょく

を退
しりぞ

いた後
のち

も、同様
どうよう

とする。 

（広域
こういき

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

） 

第
だい

31 条
じょう

 知事
ち じ

は、次
つぎ

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

を適正
てきせい

かつ確実
かくじつ

に行
おこな

うことのできる者
もの

を、広域
こういき

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

とし

て委嘱
いしょく

することができる。 

(１) 地域
ちい き

相談員
そうだんいん

に対
たい

する指導
しど う

及び
およ

助言
じょげん

 

(２) 特定
とくてい

相談
そうだん

のあった事例
じれ い

の調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

 

(３) 第
だい

29 条
じょう

第
だい

２項
  こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

 

(４) 第
だい

33 条
じょう

第
だい

３項
  こう

の規定
きて い

による調査
ちょうさ

 

２ 知事
ち じ

は、前項
ぜんこう

の委嘱
いしょく

を行
おこな

うに当
あ

たっては、あらかじめ、委員会
いいんかい

の意見
いけ ん

を聴
き

かなければならない。 

３ 広域
こういき

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

は、この条
じょう

例
れい

に基
もと

づき職務上
しょくむじょう

知
し

ることのできた秘密
ひみつ

を漏
も

らしてはならない。

その職
しょく

を退
しりぞ

いた後
のち

も、同様
どうよう

とする。 

第
だい

３節
  せつ

 対象
たいしょう

事案
じあ ん

の解決
かいけつ

のための手続
てつづき

 

（助言
じょげん

又
また

はあっせんの申立
もうした

て） 

第
だい

32 条
じょう

 障害
しょうがい

のある人
ひと

は、自己
じ こ

に対
たい

する対象
たいしょう

事案
じあ ん

の解決
かいけつ

を図
はか

るため、知事
ち じ

に対して
たい

、当該
とうがい

対象
たいしょう

事案
じあ ん

の解決
かいけつ

のための助言
じょげん

又
また

はあっせんの手続
てつづき

の申立
もうした

てをすることができる。 

２ 障害
しょうがい

のある人
ひと

の家族
かぞ く

その他
た

の関係
かんけい

者
しゃ

は、当該
とうがい

障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
けん り

利益
りえ き

を保護
ほ ご

するため必要
ひつよう

な

場合
ばあ い

に限
かぎ

り、知事
ち じ

に対して
たい

、当該
とうがい

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する対象
たいしょう

事案
じあ ん

の解決
かいけつ

のための助言
じょげん

又
また

はあっ

せんの手続
てつづき

の申立
もうした

てをすることができる。 

３ 前
ぜん

２項
  こう

の申立
もうした

ては、行政
ぎょうせい

不服
ふふ く

審査法
しんさほう

（昭和
しょうわ

37年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

160号
ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

に基
もと

づく不服
ふふ く

申立
もうした

て

又
また

は苦情
くじょう

申立
もうした

てをすることができる行
ぎょう

政庁
せいちょう

の処分
しょぶん

又
また

は職務
しょくむ

執行
しっこう

については、することができな

い。 

（事実
じじ つ

の調査
ちょうさ

） 

第
だい

33 条
じょう

 知事
ち じ

は、前
ぜん

条
じょう

第
だい

１項
  こう

又
また

は第
だい

２項
  こう

の申立
もうした

てがあったときは、当該
とうがい

申立
もうした

てに係
かかわ

る事実
じじ つ

の調査
ちょうさ

を行
おこな

うものとする。 

２ 地域
ちい き

相談員
そうだんいん

及び
およ

広域
こういき

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

は、知事
ち じ

からの要請
ようせい

があったときは、前項
ぜんこう

の規定
きて い

による調査
ちょうさ

に

協 力
きょうりょく

しなければならない。 

３ 知
ち

事
じ

は、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、広域
こういき

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

に、第
だい

１項
  こう

の規定
きて い

による調査
ちょうさ

の全部
ぜん ぶ

又
また

は
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一部
いち ぶ

を行
おこな

わせることができる。 

４ 地域
ちい き

相談員
そうだんいん

は、前項
ぜんこう

の規定
きて い

よる調査
ちょうさ

に関し
かん

、広域
こういき

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

からの要請
ようせい

があったときは、当該
とうがい

調査
ちょうさ

に協 力
きょうりょく

しなければならない。 

５ 前
ぜん

条
じょう

第
だい

１項
  こう

又
また

は第
だい

２項
  こう

の申立
もうした

てがなされた対象
たいしょう

事案
じあ ん

に関係
かんけい

する者
もの

（当該
とうがい

申立
もうした

てを行
おこな

った者
もの

を

含
ふく

む。以下
い か

「対象
たいしょう

事案
じあ ん

関係者
かんけいしゃ

」という。）は、正当
せいとう

な理由
りゆ う

がある場合
ばあ い

を除き
のぞ

、第
だい

１項
  こう

又
また

は第
だい

３項
こう

の規定
きて い

による調査
ちょうさ

に協 力
きょうりょく

しなければならない。 

６ 第
だい

１項
  こう

の規定
きて い

による調査
ちょうさ

を担当
たんとう

する県
けん

職員
しょくいん

又
また

は第
だい

３項
  こう

の規定
きて い

による調査
ちょうさ

を担当
たんとう

する広域
こういき

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

は、その調査
ちょうさ

をする場合
ばあ い

には、その身分
みぶ ん

を示す
しめ

証明書
しょうめいしょ

を携帯
けいたい

し、関係人
かんけいにん

の請求
せいきゅう

があった

ときは、これを提示
ていじ

しなければならない。 

７ 第
だい

１項
  こう

又
また

は第
だい

３項
こう

の規定
きて い

による調査
ちょうさ

の権限
けんげん

は、犯罪
はんざい

捜査
そう さ

のために認
みと

められたものと解
かい

してはな

らない。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせん） 

第
だい

34 条
じょう

 知事
ち じ

は、第
だい

32 条
じょう

第
だい

１項
こう

又
また

は第
だい

２項
  こう

の申立
もうした

てがあったときは、委員会
いいんかい

に対して
たい

、当該
とうがい

申立
もうした

て

に係
かかわ

る事実
じじ つ

の調査
ちょうさ

の結果
けっ か

を通知
つう ち

するとともに、助言
じょげん

又
また

はあっせんの手続
てつづき

を開始
かい し

するよう求
もと

めるも

のとする。 

２ 委員会
いいんかい

は、前項
ぜんこう

の求
もと

めがあったときは、次
つぎ

に掲
かか

げる場合
ばあ い

を除
のぞ

き、助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

うもの

とする。 

(１) 助言
じょげん

又
また

はあっせんの必要
ひつよう

がないと認
みと

めるとき。 

(２) 対象
たいしょう

事案
じあ ん

がその性質上
せいしつじょう

助言
じょげん

又
また

はあっせんをするのに適当
てきとう

でないと認
みと

めるとき。 

３ 委員会
いいんかい

は、前項
ぜんこう

の規定
きて い

による助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

わないときは、知事
ち じ

に対して
たい

、その旨
むね

を報告
ほうこく

するものとする。 

４ 委員会
いいんかい

は、助言
じょげん

又
また

はあっせんのために必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、対象
たいしょう

事案
じあ ん

関係者
かんけいしゃ

に対して
たい

、

その出席
しゅっせき

を求
もと

めて説明
せつめい

若
も

しくは意見
いけ ん

を聴
き

き、又
また

は資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

を求
もと

めることができる。 

（勧告
かんこく

） 

第
だい

35 条
じょう

 委員会
いいんかい

は、対象
たいしょう

事案
じあ ん

関係者
かんけいしゃ

が助言
じょげん

案
あん

又
また

はあっせん案
あん

を受諾
じゅだく

しない場合
ばあ い

、知事
ち じ

に対して
たい

、

当該
とうがい

対象
たいしょう

事案
じあ ん

関係者
かんけいしゃ

に対する
たい

当該
とうがい

助言
じょげん

案
あん

又
また

は当該
とうがい

あっせん案
あん

の受諾
じゅだく

の勧告
かんこく

を行
おこな

うよう求
もと

めるこ

とができる。 

２ 知事
ち じ

は、前項
ぜんこう

の求
もと

めがあった場合
ばあ い

において、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、勧告
かんこく

を行
おこな

うものとす

る。 

（公表
こうひょう

） 
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第
だい

36 条
じょう

 知事
ち じ

は、前
ぜん

条
じょう

の勧告
かんこく

を受
う

けた者
もの

が、正当
せいとう

な理由
りゆ う

がなく、当該
とうがい

勧告
かんこく

に従
したが

わないときは、そ

の旨
むね

を公表
こうひょう

することができる。 

（意見
いけ ん

の聴取
ちょうしゅ

） 

第
だい

37 条
じょう

 知事
ち じ

は、第
だい

35 条
じょう

の勧告
かんこく

又
また

は前
ぜん

条
じょう

の公表
こうひょう

をしようとする場合
ばあい

には、あらかじめ、期日
きじつ

、場所
ばし ょ

及び
およ

対象
たいしょう

事案
じあ ん

の内容
ないよう

を示
しめ

して、対象
たいしょう

事案
じあ ん

関係者
かんけいしゃ

又
また

はその代理人
だいりにん

の出席
しゅっせき

を求
もと

めて、意見
いけ ん

の聴取
ちょうしゅ

を

行
おこな

わなければならない。ただし、当該
とうがい

対象
たいしょう

事案
じあ ん

関係者
かんけいしゃ

又
また

はその代理人
だいりにん

が正当
せいとう

な理由
りゆ う

なく意見
いけ ん

の

聴取
ちょうしゅ

に応
おう

じないときは、意見
いけん

の聴取
ちょうしゅ

を行
おこな

わないで勧告
かんこく

又
また

は公表
こうひょう

することができる。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせんの手続
てつづき

の終 了
しゅうりょう

） 

第
だい

38 条
じょう

 助言
じょげん

又
また

はあっせんの手続
てつづき

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事由
じゆ う

のいずれかが生
しょう

じたときに、終 了
しゅうりょう

する。 

(１) 全
すべ

ての対象
たいしょう

事案
じあ ん

関係者
かんけいしゃ

が助言
じょげん

案
あん

又
また

はあっせん案
あん

を受諾
じゅだく

したとき。 

(２) その他
た

助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

う必要
ひつよう

がなくなったとき。 

２ 委員会
いいんかい

は、助言
じょげん

又
また

はあっせんの手続
てつづき

が終 了
しゅうりょう

したときは、知事
ち じ

に対して
たい

、その結果
けっ か

を報告
ほうこく

する

ものとする。 

第
だい

４章
  しょう

 障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りか い

を深
ふか

めるための施策
しさ く

 

（表 彰
ひょうしょう

） 

第
だい

39 条
じょう

 知事
ち じ

は、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りか い

を深め
ふか

差別
さべ つ

をなくすための取組
とりくみ

に関し
かん

顕著
けんちょ

な功績
こうせき

があると認められる
みと

者
もの

に対して
たい

、表 彰
ひょうしょう

を行
おこな

うことができる。 

（県民
けんみん

の理解
りか い

と関心
かんしん

の増進
ぞうしん

） 

第
だい

40 条
じょう

 県
けん

は、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りか い

を深
ふか

め差別
さべ つ

をなくすことの重要性
じゅうようせい

に関
かん

する

県民
けんみん

の理解
りか い

と関心
かんしん

の増進
ぞうしん

が図
はか

られるよう、障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に関
かん

する知識
ちし き

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

のた

めの広報
こうほう

活動
かつどう

、障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

との交流
こうりゅう

の機会
きか い

の提供
ていきょう

その他
た

必要
ひつよう

な施策
しさ く

を講
こう

ず

るものとする。 

第
だい

５章
  しょう

 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に生
い

きる平和
へいわ

な長崎県
ながさきけん

づくり推進
すいしん

会議
かい ぎ

 

（推進
すいしん

会議
かい ぎ

の設置
せっ ち

） 

第
だい

41 条
じょう

 障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りか い

を深
ふか

め差別
さべ つ

をなくすための取組
とりくみ

を推進
すいしん

するため、

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に生
い

きる平和
へい わ

な長崎県
ながさきけん

づくり推進
すいしん

会議
かい ぎ

（以下
い か

「推進
すいしん

会議
かい ぎ

」という。）

を置
お

く。 

（建議
けん ぎ

） 

第
だい

42 条
じょう

 推進
すいしん

会議
かい ぎ

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じこ う

に関し
かん

、知事
ち じ

の諮問
しも ん

に応
おう

じ 自
みずか

ら調査
ちょうさ

審議
しん ぎ

し、必要
ひつよう

と

認められる
みと

事
じ

項
こう

を知事
ち じ

に建議
けん ぎ

することができる。 
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(１) 対象
たいしょう

事案
じあ ん

の発生
はっせい

の原因
げんいん

及び
およ

背景
はいけい

となっている社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

に関
かん

する事項
じこ う

 

(２) 障 害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りか い

を深
ふか

め差別
さべ つ

をなくすための取組
とりくみ

を担
にな

う人材
じんざい

の育成
いくせい

に関
かん

する事項
じこ う

 

(３) この条
じょう

例
れい

の施行
しこ う

の状 況
じょうきょう

に関
かん

する事項
じこ う

 

(４) その他
た

障害
しょうがい

及び
およ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りか い

を深
ふか

め差別
さべ つ

をなくすために必要
ひつよう

な事項
じこ う

 

２ 知事
ち じ

は、前項
ぜんこう

の規定
きて い

により推進
すいしん

会議
かい ぎ

が述
の

べた意見
いけ ん

を尊重
そんちょう

しなければならない。 

（推進
すいしん

会議
かい ぎ

の組織
そし き

） 

第
だい

43 条
じょう

 推進
すいしん

会議
かい ぎ

は、委員
いい ん

35名
めい

以内
いな い

をもって組織
そし き

する。 

（推進
すいしん

会議
かい ぎ

の委員
いい ん

の任命
にんめい

等
とう

） 

第
だい

44 条
じょう

 推進
すいしん

会議
かい ぎ

の委員
いい ん

は、知事
ち じ

が任命
にんめい

する。 

２ 推進
すいしん

会議
かい ぎ

の委員
いい ん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

で構成
こうせい

する。 

(１) 医療
いりょう

、保健
ほけ ん

、福祉
ふく し

、教育
きょういく

及び
およ

雇用
こよ う

に関
かん

する業務
ぎょうむ

を行
おこな

う関係
かんけい

機関
きか ん

及び
およ

民間
みんかん

団体
だんたい

を代表
だいひょう

する

者
もの

 

(２) 障害
しょうがい

のある人
ひと

又
また

はその家族
かぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

が組織
そし き

する団体
だんたい

を代表
だいひょう

する者
もの

 

(３) 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 

(４) その他
た

知事
ち じ

が必要
ひつよう

と認
みと

める者
もの

 

３ 推進
すいしん

会議
かい ぎ

の委員
いい ん

の任期
にん き

は、３年
  ねん

とする。ただし、補欠
ほけつ

の委員
いい ん

の任期
にん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
きか ん

とす

る。 

（座長
ざちょう

及び
およ

副座長
ふくざちょう

） 

第
だい

45 条
じょう

 推進
すいしん

会議
かい ぎ

に座
ざ

長
ちょう

及び
およ

副座長
ふくざちょう

を置
お

き、推進
すいしん

会議
かい ぎ

の委員
いい ん

の互選
ごせ ん

によってこれを定
さだ

める。 

（分科会
ぶんかかい

） 

第
だい

46 条
じょう

 推進
すいしん

会議
かい ぎ

に、特定
とくてい

の分野
ぶん や

における第
だい

42 条
じょう

第
だい

１項
  こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる事項
じこ う

を調査
ちょうさ

審議
しん ぎ

するため、

分科会
ぶんかかい

を置
お

く。 

２ 前項
ぜんこう

の分科会
ぶんかかい

の開催
かいさい

、構成
こうせい

及び
およ

運営
うんえい

に関し
かん

必要
ひつよう

な事項
じこ う

は、座長
ざちょう

が推進
すいしん

会議
かい ぎ

に諮って
はか

定める
さだ

。 

（長
なが

崎県
さきけん

障害
しょうがい

者
しゃ

施策
しさ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎか い

等
とう

との連携
れんけい

） 

第
だい

47 条
じょう

 推進
すいしん

会議
かい ぎ

は、第
だい

42 条
じょう

第
だい

１項
  こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる事項
じこ う

を調査
ちょうさ

審議
しん ぎ

するに当
あ

たっては、必要
ひつよう

に応
おう

じ、

長崎県
ながさきけん

障害
しょうがい

者
しゃ

施策
しさ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎか い

、長崎県
ながさきけん

精神
せいしん

保健
ほけ ん

福祉審
ふくししん

議会
ぎか い

等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 

（準用
じゅんよう

） 

第
だい

48 条
じょう

 第
だい

23 条
じょう

第
だい

４項
  こう

及び
およ

第
だい

５項
こう

の規定
きて い

は推進
すいしん

会議
かい ぎ

の委員
いい ん

について、第
だい

24 条
じょう

第
だい

２項
  こう

及び
およ

第
だい

３項
  こう

の

規
き

定
てい

は座長
ざちょう

及び
およ

副座長
ふくざちょう

について、第
だい

25 条
じょう

の規定
きて い

は推進
すいしん

会議
かい ぎ

の会議
かい ぎ

について、第
だい

26 条
じょう

の規定
きて い

は推
すい

進
しん
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会議
かい ぎ

の委員
いい ん

の守秘
しゅ ひ

義務
ぎ む

について、第
だい

28 条
じょう

の規定
きて い

は推進
すいしん

会議
かい ぎ

の庶務
しょ む

について準用
じゅんよう

する。 

第
だい

６章
  しょう

 雑則
ざっそく

 

（規則
きそ く

への委任
いに ん

） 

第
だい

49 条
じょう

 この条
じょう

例
れい

に定
さだ

めるもののほか、この条
じょう

例
れい

の施行
しこ う

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じこ う

は、規則
きそ く

で定
さだ

める。 

（罰則
ばっそく

） 

第
だい

50 条
じょう

 第
だい

26 条
じょう

（第
だい

48 条
じょう

において準用
じゅんよう

する場合
ばあ い

を含
ふく

む。）又
また

は第
だい

31 条
じょう

第
だい

３項
  こう

の規定
きて い

に違反
いは ん

して

秘密
ひみ つ

を漏
も

らした者
もの

は、１年
ねん

以下
い か

の懲役
ちょうえき

又
また

は50万円
まんえん

以下
い か

の罰金
ばっきん

に処
しょ

する。 

附
ふ

 則
そく

 

（施行
しこ う

期日
きじ つ

） 

１ この条
じょう

例
れい

は、平成
へいせい

26年
ねん

４月
  がつ

１日
  にち

から施行
しこ う

する。ただし、第
だい

３章
  しょう

第
だい

１節
  せつ

の規定
きて い

は、公布
こう ふ

の日
ひ

か

ら施行
しこ う

する。 

（適用
てきよう

） 

２ 第
だい

29 条
じょう

及び
およ

第
だい

32条
じょう

の規定
きて い

は、平成
へいせい

26年
ねん

４月
  がつ

１日
  にち

以後
いこ う

になされた差別
さべ つ

に係
かか

るものについて適用
てきよう

する。 

（見直
みな お

し） 

３ 障害
しょうがい

及び
お よ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
りか い

を深
ふか

め差別
さべ つ

をなくすための施策
しさく

については、この条
じょう

例
れい

の

施行
しこ う

後
ご

３年
  ねん

を目途
め ど

として、この条
じょう

例
れい

の施行
しこ う

の状 況
じょうきょう

等
とう

を勘案
かんあん

し、その全般
ぜんぱん

に関し
かん

て検討
けんとう

が加
くわ

えら

れ、その結果
けっ か

に基
もと

づき、必要
ひつよう

な見直
みな お

しが行
おこな

われるものとする。 


